
京 都 大 学 医 学 部 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

第４条 授業は、専門科目及び教養科目に分けて行う。 

第５条 第１年次及び第２年次においては、教養科目

として、別に教授会で定める単位を修得しなければ

ならない。 

２ 前項に規定するもののほか、第１年次又は第２年

次においては、専門科目のうちから教授会で定める

科目を履修しなければならない。 

第６条 教養科目の単位数、配当及び授業時数は、別

に定めるところによる。 

 （中 略） 

第１７条 教養科目の試験については、別に定めると

ころによる。 

第１８条 第５条第１項に定める単位を修得し、教授

会の認定を受けた者でなければ、第３年次に配当さ

れる専門科目を履修することができない。 

２ 第３年次までに配当される専門科目のうち、教授

会で定める科目数を修了し、教授会の認定を受けた

者でなければ、第４年次に配当される専門科目を履

修することができない。 

３ 第４年次までに配当されるすべての専門科目を修

了し、教授会の認定を受けた者でなければ、臨床実

習を履修することができない。 

第１９条 専門科目の受験資格並びに試験の期日及び

方法は、教授会で定める。 

 

第２０条 ６年以上在学して、第５条第１項に定める

単位を修得し、かつ、専門科目の全試験に合格した

者は、学士試験に合格した者とし、通則第５４条に

定める学士の学位を授与する。 

２～４ （略）  

 （中 略） 

第２４条 ４年以上在学して、専攻区分に応じ次に掲

げる単位以上を修得した者は、学士試験に合格した

者とし、通則第５４条に定める学士の学位を授与す

る。 

看護学専攻 １２８単位 

検査技術科学専攻 １２５単位 

理学療法学専攻 １２４単位 

作業療法学専攻 １２５単位 

２ （略） 

 （後 略） 

 

 

第４条 （同 左） 

第５条 削除 

 

 

 

 

 

第６条 （同 左） 

 

 

第１７条 （同 左） 

 

第１８条 専門科目の受験資格並びに試験の期日及び

方法は、教授会で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 教授会で別に定める要件を満たし、かつ、

教授会の認定を受けた者でなければ、上位の年次に

進級することができない。 

第２０条 ６年以上在学して、教授会で別に定める教

養科目の単位を修得し、かつ、すべての専門科目を

修了した者は、学士試験に合格した者とし、通則第

５４条に定める学士の学位を授与する。 

２～４ （同 左）  

 

第２４条 ４年以上在学して、専攻区分に応じ次に掲

げる単位以上を修得した者は、学士試験に合格した

者とし、通則第５４条に定める学士の学位を授与す

る。 

看護学専攻 １３８単位 

検査技術科学専攻 １３６単位 

理学療法学専攻 １３４単位 

作業療法学専攻 １３５単位 

２ （同 左） 

 

   附 則 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第２４条第１項の規定は、この規程施行

の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学し

た者については、なお従前の例による。 
 


